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会 報 令和７年７月号
 

発行所 〒５９０－０９５３  堺市堺区甲斐町東 ４丁 １番 １ ０ 号 

ＴＥＬ ０７２－２２１－５１１５   ＦＡＸ ０７２－２２１－５０５５ 
Ｅ‐ｍａｉｌ  ｋ ｅ ｉ ｅ ｉ _ｃ ｅ ｎ ｔ ｅ ｒ＠ ｏ ｃ ｋ ｃ 1969． ｊ ｐ  
Ｕ Ｒ Ｌ  ｈ ｔ ｔ ｐ ： / /ｗｗｗ． ｏ ｃ ｋ ｃ 1969． com 

協同組合 大阪中小企業経営センター 
       発行責任者   本 田 浩 基 

税務・労務・行政・法律の 
ご相談と手続きは、当経営センター
まで、お待ちしております。 

★弁 護 士  井 上 健 策 

★税 理 士  本 田 浩 基 

★司 法 書 士  法 常  博 

★社会保険労務士  山 添 浩 平 

★行 政 書 士  本 田 浩 基 
 

令和 7年８月１2日（火） 
 

～  
令和 7年８月 15日（金） 

 

上記の 4 日間夏期休暇のため休業致します。尚、休業中お急ぎの方

は、留守番電話に「貴社名・用件・電話番号」を録音して頂きましたら

後ほど担当者よりご連絡させて頂きます。 



 
 

税 務 
 
～はじめに～ 

 令和７年度税制改正法案が３月３１日参議院本会議で可決・成立されましたので、
一部抜粋してお話していきます。 
 

１．防衛特別法人税 

～概要～ 

 防衛特別法人税とは、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源確保に

関する特別措置法（防確法）が改正されたことにより創設されました。 

課税の対象 各課税事業年度の基準法人税額 

課税標準 課税標準法人税額（基準標準法人税額から５００万円を控除した金額） 

税額 課税標準法人税額×４％ 

適用事業年度 令和８年４月１日以後に開始する各事業年度 

確定申告等 
各課税事業年度終了日の翌日から２か月以内に、税務署長に対して、 

防衛特別法人税に係る申告書を提出（提出期限＝納付期限） 

 

※基準標準法人税額とは、下記税制規定の控除前の金額となります。 

 
①所得税額控除 ②外国税額控除 ③分配時調整外国税相当額の控除 

④仮想経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除 ⑤税額控除の順序 
⑥戦略分野国内生産促進税制のうち特定産業競争力基盤強化商品に係る措置の税額控除 
⑦通算法人の仮想経理に基づく過大申告の場合等の法人税額（⑥の措置に係る部分のみ） 
⑧外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額の控除 

 

※基礎控除額の５００万円について、事業年度が１年に満たない場合は月割となります。 

 

※中小法人については、課税所得が２，４００万円程度までは課税されない見込みです。 

 

※令和９年４月１日以降に開始する事業年度において、中間申告の対象法人については、

こちらも提出する必要があります。 

 

※個人所得税に加算する防衛復興所得税も検討されています。（未確定） 

 （当初の復興税を引き下げて実質負担税率は同じくらいの見込みですが、その分 

負担期間延長見込み） 



２．特定親族特別控除の所得要件 
 
居住者が生計を一にする年齢１９歳以上２３歳未満の親族等（その居住者の配偶者

及び青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が１２３万円以下である者に限
る。）で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合にはその居住者のその年分
の総所得金額等から親族等の合計所得に応じて控除されます。（下記表参照） 
 

特定親族の合計所得金額 

（収入が給与だけの場合の収入金額） 
特定親族特別控除額 

58 万円超 85 万円以下 （123 万円超 150万円以下） 63 万円 

85 万円超 90 万円以下 （150 万円超 155万円以下） 61 万円 

90 万円超 95 万円以下 （155 万円超 160万円以下） 51 万円 

95 万円超 100 万円以下 （160 万円超 165万円以下） 41 万円 

 100 万円超 105 万円以下 （165 万円超 170 万円以下） 31 万円 

 105 万円超 110 万円以下 （170 万円超 175 万円以下） 21 万円 

 110 万円超 115 万円以下 （175 万円超 180 万円以下） 11 万円 

 115 万円超 120 万円以下 （180 万円超 185 万円以下） 6 万円 

 120 万円超 123 万円以下 （185 万円超 188 万円以下） 3 万円 

 

※令和７年分の所得税の特定親族については、扶養親族のうち、平成１５年１月２日 
から平成１９年１月１日までに生まれた人が対象となります。 

 

※上記の改正は令和７年分以後の所得税から適用されます。 
 

３．その他扶養親族控除の所得要件 
 

扶養親族等の区分 

所得要件 

（収入が給与だけの場合の収入金額） 

改正後 改正前 

扶養親族 

同一生計配偶者 

ひとり親の生計を一にする子 

58 万円以下 

（123 万円以下） 

48万円以下 

（103 万円以下） 

配偶者特別控除の 

対象となる配偶者 

58 万円超 133 万円以下 

（123万円超 201万 5,999円以下） 

48万円超 133 万円以下 

（103 万円超 201万 5,999 円以下） 

勤労学生 
85 万円以下 

（150 万円以下） 

75万円以下 

（130 万円以下） 



育児休業を取得予定の方、育児休業給付の手続きを行う事業主の皆さまへ 
２０２５年４月から「出生後休業支援給付金」が創設されました 

 
共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に両親ともに（配偶者が就労していな

い場合などは本人が）１４日以上の育児休業を取得した場合に「出生時育児休業給付金」※１ま

たは「育児休業給付金」※２と併せて「出生後休業支援給付金」を最大２８日間支給します。 
※１ 雇用保険の被保険者の方が、産後パパ育休（出生時育児休業）を取得して、要件を満たした場合に支給さ 

   れます。 

※２ 原則１歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、一定の要件を満たすと支給されます。 

 

１ 支給要件 

 ①被保険者が、対象期間※に同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ

育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して１４日以上取得したこと。 

 ②被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または

出産予定日のうち遅い日から起算して８週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して１

４日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休

業を要件としない場合」（次頁の３参照）に該当していること。 

※対象期間： 

・被保険者が産後休業をしていない場合（被保険者が父親または子が養子の場合）は、「子の出生

日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算

して８週間を経過する日の翌日」までの期間。 

・被保険者が産後休業をした場合（被保険者が母親、かつ、子が養子でない場合）は、「子の出生

日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算

して１６週間を経過する日の翌日」までの期間。 

➢２０２５年４月１日より前から引き続いて育児休業をしている場合は、下線部分を「２０２５

年４月１日」として要件を確認します。 
 

２ 支給額（＝休業開始時賃金日額※１×休業期間の日数（２８日が上限）※２×１３％） 
 ※１ 同一の子に係る最初の出生時育児休業または育児休業の開始前直近６か月間に支払われた賃金の総額を

１８０で除して得た額。 

 ※２ 支給日数は、対象期間における出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業の取得日数

であり、２８日を上限とします。 

 
 ※１ 出産手当金はハローワークではなく、協会けんぽが取り扱う制度です。 

 ※２ 育児休業中は申出により健康保険料･厚生年金保険料が免除され、勤務先から給与が支給されない場合は

雇用保険料の負担はありません。また、育児休業等給付は非課税です。 

    このため、休業開始時賃金日額の８０％の給付率で手取り１０割相当の給付となります。ただし、休業開

始時賃金日額には上限額（２０２５年４月１日時点:１５，６９０円（毎年８月１日に改定））があること

にご留意ください。 

 ※３ 就労状況・賃金支払状況により出生時育児休業給付金または育児休業給付金が不支給となった場合は、出

生後休業支援給付金の支給は行いません。 

被保険者（雇用保険の一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。）が、次の

①および②の要件を満たした場合に「出生後休業支援給付金」を支給します。 

労務 



３ 配偶者の育児休業を要件としない場合 
 子の出生日の翌日において、次の１～７のいずれかに該当する場合は、配偶者の育児休業を必

要としません。なお、被保険者が父親の場合は、子が養子でない限り、必ずいずれかの事由（主

に４・５・６のいずれか）に該当することとなりますので、配偶者（母親）の育児休業取得の

有無は要件になりません。 

 

 １．配偶者がいない 

  配偶者が行方不明の場合も含みます。ただし、配偶者が勤務先において３か月以上無断欠勤

が続いている場合 または災害により行方不明となっている場合に限ります。 

 ２．配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない 

 ３．被保険者が配偶者から暴力を受け別居中 

 ４．配偶者が無業者 

 ５．配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない 

 ６．配偶者が産後休業中 

 ７．１～６以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない 

  配偶者が日々雇用される者など育児休業をすることができない場合や、育児休業をしても給

付金が支給されない場合（育児休業給付の受給資格がない場合など）が該当します。 

  なお、単に配偶者の業務の都合により育児休業を取得しない場合等は含みません。 

 

４ 支給申請手続 
・出生後休業支援給付金の支給申請は、原則として、出生時育児休業給付金または育児休業給付

金の支給申請と併せて、同一の支給申請書を用いて行います。 

・出生時育児休業給付金または育児休業給付金の申請後に出生後休業支援給付金の支給申請を別

途行うことも可能ですが、その場合は、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給さ

れた後の申請になります。 

 

出生後休業支援給付金の支給要件を満たす場合は、支給申請書にある次のⅠ・Ⅱ・Ⅲの項目のい

ずれか一つの記入が必要です。（複数記載は不可） 

 Ⅰ「配偶者の被保険者番号」欄 

  ✓配偶者が雇用保険被保険者であって、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給

される休業を一定の期間（注）に１４日以上取得した場合は、「配偶者の被保険者番号」欄

の記入が必要です。ハローワークにおいて、記入された番号における出生時育児休業給付

金または育児休業給付金の支給日数が要件を満たしているかの確認を行います。 

  ✓配偶者が出産している場合は、配偶者が一定の期間（注）に育児休業をすることはありま

せんので、被保険者が父親の場合は、子が養子でない限り、この欄を記入することはなく、

「配偶者の状態」欄の記入が必要となります。 

 Ⅱ「配偶者の育児休業開始年月日」欄 

  ✓配偶者が公務員（雇用保険被保険者である場合を除く）であって、各種法律に基づく育児

休業を一定の期間（注）に１４日以上取得した場合は、「配偶者の育児休業開始年月日」欄

の記入が必要です。この場合、育児休業の承認を行った任命権者からの通知書の写しや共

済組合からの給付金の支給決定通知書の写しなど、配偶者が一定の期間（注）に１４日以

上の育児休業の取得していることが確認できる書類を添付してください。 

  ✓「配偶者の被保険者番号」欄と同様、被保険者が父親の場合は、子が養子でない限り、こ

の欄を記入することはなく、「配偶者の状態」欄の記入が必要となります。 

 Ⅲ「配偶者の状態」欄 

  ✓子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当する場合は、

「配偶者の状態」欄に該当する番号の記入が必要です。この場合、配偶者の状態を確認で

きる書類を添付してください。 

（注）一定の期間とは、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出

産予定日のうち遅い日から起算して８週間を経過する日の翌日」までの期間です。 



 

 

 

 

 

 
  

 当組合は建設業に従事する一人親方を募集しております。特

別加入に加入すると仕事中や通勤途中の傷病については治療

に要した費用が支給されたり、休業補償（休業４日目以降）や

障害年金等の給付が受けられます。安心して働いていただく為

にも是非ご加入の検討を宜しくお願い致します。 

 尚、保険料や保険給付の内容等につきまして、詳細をお尋ね

の方や、労働保険に関するご相談がありましたらお気軽に当経

営センターまでお問い合わせ下さい。 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 今年の９月から翌年８月までの社会保険料を決定する「算定基礎」の受付の季節と

なりました。 

 ６月下旬に日本年金機構より、順次お知らせが届いておりますが、現在、委託されて

いない事業所で、算定基礎の届出をご希望の事業所につきましては、ご一報ください。 

  

なお、賞与を支給される場合、被保険者負担分につきましては、下記の率で控除 

してください。 
 

被保険者負担分      （令和７年７月現在） 

健康保険 厚生年金保険 雇用保険 

介護保険第２号 

非該当被保険者 

介護保険第２号 

該当被保険者 
一般被保険者 一般の事業 建設の事業 

５．１２％ ５．９１５％ ９．１５％ ５．５／１０００ ６．５／１０００ 

 

 



 

社会保険業務についてのご案内 

 

 

当経営センターの顧問社会保険労務士につきまして、下記の通り、変更がございます

のでご案内いたします。 

 

委託先の皆様にはご理解・ご協力を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

 

山添浩平先生は諸般の事情により、9 月 30 日を以って当経営センターをはなれるこ

とになりました。10 月 1 日から西野ゆかり先生をお迎えすることになります。 

 

なお、保険業務につきましては、これまで通り変更ございません。 
 

 

 

 

 

以下、西野ゆかり先生のご紹介になります。 

 

 
 

組合員の皆様、初めまして。社会保険労務士の西野ゆかりと申します。 

 

西野社会保険労務士事務所を開業して 7 年となり、人事・労務のコンサルティングや

就業規則作成などに携わってまいりました。 

 

また、国家資格キャリアコンサルタントとして、従業員のキャリア形成支援にも注力

しております。 

 

社員の人材育成や若手社員の定着支援など、企業の成長を支える「人」の力を引き出

すお手伝いをしています。 

 

好奇心・柔軟性・持続性を大切に、組合員の皆様にとって身近で相談しやすい「癒し

系社労士」として、お役に立てるよう努めてまいります。 

 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

西野社会保険労務士事務所 

西野 ゆかり 

 
 

 

 



無
料
法
律
相
談
を
ご
希
望
の
方
は
、

当
経
営
セ
ン
タ
ー
ま
で
、
お
気
軽
に
お

申
込
み
下
さ
い
。 

 
ご
予
約
の
際
は
、
相
談
日
の
二
日
前

ま
で
に
ご
連
絡
下
さ
い
。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相 談 日 担 当 弁 護 士 時  間 

７

月 
3 日（木） 井 上 健 策 午後５時～ 

８

月 
7 日（木） 井 上 健 策 午後５時～ 

９

月 
4 日（木） 井 上 健 策 午後５時～ 

10

月 
2 日（木） 井 上 健 策 午後５時～ 

日
頃
よ
り
経
営
セ
ン
タ
ー
の
活
動
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
、
誠
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

7
月
を
迎
え
、
年
度
の

後
半
に
入
り
ま
し
た
。 

 

物
価
や
人
手
不
足
な
ど
、
依
然
と
し
て
中
小
企
業
を
取
り
巻
く
環
境

は
厳
し
さ
を
増
し
て
お
り
ま
す
が
、
こ
う
し
た
状
況
だ
か
ら
こ
そ
、
私
た

ち
の
役
割
は
一
層
重
要
に
な
っ
て
い
る
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。 

 

当
経
営
セ
ン
タ
ー
で
は
、
税
務
・
労
務
・
行
政
手
続
き
・
法
務
に
関
す

る
ご
相
談
を
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
お
受
け
し
、
会
員
の
皆
様
の
実
情
に
即
し

た

サ
ポ
ー
ト
を
心
が
け
て
お
り
ま
す
。 

 

特
に
最
近
は
、
労
務
管
理
に
関
す
る
ご
相
談
が
増
え
て
お
り
、
専
門
家

と
連
携
し
な
が
ら

迅
速
に
対
応
し
て
お
り
ま
す
。 

 

今
後
も
「
中
小
企
業
の

駆
け
込
み
寺
」
と
し
て
、
信
頼
さ
れ
る
相
談
窓

口
で
あ
り
続
け
ら
れ
る
よ
う
努
め
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
お
気
軽

に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。
引
き
続
き
の
ご
愛
顧
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。 


